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○はじめに 

 

 本受入計画は、四国電力株式会社伊方原子力発電所において原子力災害が発生し、関係

市町の住民等が原子力災害対策指針で定めるＥＡＬ（Emergency Action Level：緊急時活

動レベル）又はＯＩＬ（Operational Intervention Level）に基づく避難や一時移転等（以

下「避難等」という。）を行う際に、松野町（以下、「当町」という。）が国、愛媛県（以

下、「県」という。）及び宇和島市の要請により、避難等をする住民等（以下「避難者」と

いう。）の受入れ支援を行うために取り組む具体的な対策について定めるものである。 

 本計画に定めがない事項については、「松野町地域防災計画」等を準用する。 

 

○本計画の適用及び修正 

 本計画は、愛媛県地域防災計画及び愛媛県広域避難計画に基づき、県の要請により「緊

急防護措置を準備する区域（UPZ:Urgent Protective Action Planning Zone)」に指定され

ている宇和島市からの避難者が町内に避難等をする場合であって、かつ当町内が地震等に

より大きな被害を受けていない場合に適用する。町内に地震等被害がある場合には、可能

な範囲で避難等受入に協力することとする。 

 なお、本計画は、随時検討を加え、必要に応じ修正を行うものとする。 

 

 

 

 

(参考 )「避難」と「一時移転」について  

災害対策基本法上の避難を、原子力災害対策指針に基づき、「避難」と「一時移転」

の２類型に分類  

・避   難：空間放射線量率等が高い又は高くなる恐れのある地点から速やかに離

れるため緊急で実施する防護措置  

・一時移転：緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い地域では

あるが、日常生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一

定期間のうちに当該地域から離れるために実施する防護措置  
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第１章 基本的事項 

 原子力災害発生時における対応体制や防護措置を実施する基準など、基本的な事項は本

章に定めるものとする。 

 

１．１ 原子力災害対策特別措置法による原子力災害発生時等の対応体制 

 

 原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力規制委員会が原子力緊急事態が発生したと

認めた場合、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を行い、原子力災害対策本部等が設置さ

れる。 

原子力災害対策本部設置後における対応体制は下記図１のとおりであり、防護措置の実

施に当たり、避難元市町と受入市町に関する調整は原則として県が行う。なお、愛媛県か

らの要請を受けて、大分県の避難受入先については、大分県が大分県内市町村と調整のう

え、愛媛県へ連絡する。 

 

  

原子力災害時における関係機関の情報の流れ 

 

重点市町 

災害対策 

本部 

原子力災害現地対策本部 

本部長：内閣府副大臣 

構成：関係省庁、県市町等要員が緊急時

に参集。各機能班で活動 

合同対策協議会を開催 

原子力災害対策本部 

本部長：内閣総理大臣 

重 

点 

市 

町 

住 

民 

○実動組織 

（自衛隊、警察、消防、海上保安庁等） 

○指定公共機関 

（日本原子力研究開発機構、放射線医学総合研究所等） 

関係県、 

実動組織 

連絡員 

・県地方災害 
対策本部支部 

受入市町災害

対策本部 

緊急時モニタリングセンター 

愛媛県現地 

災害対策本部 

重点市町 

連絡要員 

原災本部事務局 

（官邸、ＥＲＣ） 

３Ｆ 

２Ｆ 

愛媛県県災害対策本部 
本部長：知事  
構成：関係部署 

一部権限の委任 

連絡調整 

避
難
指
示
等 

避
難
指
示
等 

愛
媛
県
オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー 

大分県連絡員 

連絡調整 大分県災害 

対策本部 

避難 

指示等 

避難受入要請 

避難 

指示等 

図１ 原子力災害時の対応体制 
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１．２ 原子力災害対策指針が定める原子力災害発生時等の防護措置 

 

 原子力災害対策指針において、緊急事態の初期対応段階においては、放射性物質の放出

開始前から、事態に応じた防護措置を講じることとしている。具体的には、原子力発電所

の状況に応じて緊急事態を３つに区分している。 

 

 

※1 EAL（Emergency Action Level)：緊急時活動レベル 
     避難や屋内退避等の防護措置を実施するために、原子力施設の状況に応じて対策するように、事前 
     に定めた判断基準 
※2（AL）＝Alert （SE）＝Site area Emergency （GE）＝General Emergency  
※3 避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健康リスクが高まらない避難行動 
     要支援者等、安定ヨウ素剤を事前配布されていない者及び安定ヨウ素剤の服用が不適切な者のうち、 
   施設敷地緊急事態において避難等の防護措置の実施が必要な者 
※4 事態の規模、時間的な推移に応じて UPZ 内においても段階的に予防的防護措置を実施する場合あり。 
※5 UPZ 内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退避を行う必要がある。このため、全面緊急事態に 
     至った時点で、必要に応じて住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行わ 
     なければならない 

図２ 原子力災害対策指針に基づく EALの考え方 

 

 

 放射性物質の放出に至った場合には、緊急時モニタリングの結果に基づき、高い空間放

射線量率（OIL１）が計測された地域においては、被ばくの影響をできる限り低減する観

点から、数時間から１日以内に避難等の緊急防護措置を講じることとしている。また、そ

れと比較して低い空間放射線量率(OIL２)が計測された地域においても、無用な被ばくを

回避する観点から、１週間以内に一時移転等の早期防護措置を講じることとしている。 

 また、飲食物等については、放射性核種ごとに濃度基準を設け、摂取制限を実施する(OIL

６)。 

※ OIL（Operational Intervention Level)：運用上の介入レベル 

      放射線モニタリングなどの計測された値により、避難や一時移転等の防護措置を実施する 

    ための判断基準 
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図３ 原子力災害対策指針に基づく UPZの防護措置の考え方（OIL） 

 

 

 基準の種類 基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要 

緊
急
防
護
措
置 

Ｏ Ｉ Ｌ １ 

地表面からの放射線、
再浮遊した放射性物
質の吸入、不注意な経
口摂取による被ばく
影響を防止するため、
住民等を数時間内に
避難や屋内退避等さ
せるための基準 

500 μSv/h 
（地上１m で計測した場合の空間放射 
線量率※２） 

数時間内を目途
に区域を特定し、
避難等を実施。
(移動が困難な者
の一時屋内退避
を含む） 

Ｏ Ｉ Ｌ ４ 

不注意な経口摂取、皮
膚汚染からの外部被
ばくを防止するため、
除染を講じるための
基準 

β線：40,000 cpm※３ 
（皮膚から数 cm での検出器の計数率） 

避難基準に基づ
いて避難した避
難者等をスクリ
ーニングして、基
準を超える際は
迅速に除染。 

β線：13,000 cpm※４【１ヶ月後の値】 
（皮膚から数 cm での検出器の計数率） 

早
期
防
護
措
置 

Ｏ Ｉ Ｌ ２ 

地表面からの放射線、
再浮遊した放射性物
質の吸入、不注意な経
口摂取による被ばく
影響を防止するため、
地域生産物※５の摂取
を制限するとともに、
住民等を 1 週間程度
内に一時移転させる
ための基準 

20 μSv/h 
（地上１m で計測した場合の空間放射 
線量率※２） 

１日内を目途に
区域を特定し、地
域生産物の摂取
を制限するとと
もに１週間程度
内に一時移転を
実施。 

飲
食
物
摂
取
制
限
※
７ 

飲食物に係る 
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準 

Ｏ Ｉ Ｌ ６による飲
食物の摂取制限を判
断する準備として、飲
食物中の放射性核種
濃度測定を実施すべ
き地域を特定する際
の基準 

0.5 μSv/h※６ 
（地上１m で計測した場合の空間放射 
線量率※２） 

数日内を目途に
飲食物中の放射
性核種濃度を測
定すべき区域を
特定。 

Ｏ Ｉ Ｌ ６ 

経口摂取による被ば
く影響を防止するた
め、飲食物の摂取を制
限する際の基準 

核種※８ 飲料水 
牛乳・乳製
品 

野菜類、穀
類、肉、卵、 
魚、その他 

１週間内を目途
に飲食物中の放
射性核種濃度の
測定と分析を行
い、基準を超える
ものにつき摂取
制限を迅速に実
施。 

放射性ヨウ素 300 Bq/kg 2,000 
Bq/kg※９ 

放射性セシウ
ム 

200 Bq/kg 500 Bq/kg 

プルトニウム
及び超ウラ 
ン元素のアル
ファ核種 

1 Bq/kg 10 Bq/kg 

ウラン 20 Bq/kg 100 Bq/kg 
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※１  「初期設定値」とは緊急事態当初に用いる OIL の値であり、地上沈着した放射性

核種組成が明確になった時点で必要な場合には OIL の初期設定値は改定される。  

※２  本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用にあたって

は、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との

差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。 OIL１については緊急時モ

ニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）が OIL1の基準値を超えた場

合、 OIL２については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊

急時モニタリングにより得られた空間線量率（１時間値）が OIL２の基準値を超え

たときから起算して概ね１日が経過した時点の空間放射線量率（１ 時間値）が OIL

２の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。  

 

※３  我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が 20cm 2 の検出器を利用し

た場合の計数率であり、表面汚染密度は約 120Bq/cm 2 相当となる。  

他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度より入射窓面積や検

出効率を勘案した計数率を求める必要がある。  

※４  ※３と同様、表面汚染密度は約 40Bq/cm 2 相当となり、計測器の仕様が異なる場合

には、計数率の換算が必要である。  

※５  「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産さ

れた食品であって、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を

食べた牛の乳）をいう。  

※６  実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も

含めた値とする。  

※７  ＩＡＥＡでは、ＯＩＬ６に係る飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよ

う、飲食物中の放射性核種濃度の測定が開始されるまでの間に暫定的に飲食物摂取

制限を行うとともに、広い範囲における飲食物のスクリーニング作業を実施する地

域を設定するための基準であるＯＩＬ３、その測定のためのスクリーニング基準で

あるＯＩＬ５が設定されている。ただし、ＯＩＬ３については、ＩＡＥＡの現在の

出版物において空間放射線量率の測定結果と暫定的な飲食物摂取制限との関係が

必ずしも明確でないこと、また、ＯＩＬ５については我が国において核種ごとの 濃

度測定が比較的容易に行えることから、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定す

るための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。  

※８  その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ

－２におけるＯＩＬ６値を参考として数値を設定する。  

※９  根菜、芋類を除く野菜類が対象  

表１ 原子力災害対策指針に基づく OILの具体的基準と防護措置 

 

 なお、愛媛県伊方町における PAZ以西の佐田岬半島地域においては、PAZに準じた避難

等の防護措置を準備する「予防避難エリア」と定めている。 
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第２章 避難受入支援に関する事項 

 原子力災害等発生時に避難元市町の住民が避難等の指示を受けた場合において、町が行

う基本的な事項は本章の定めるところによる。 

避難元市町と受入市町に関する調整は原則、県が行う。 

 

 

２．１ 避難の流れ 

 

原子力災害等発生時、国や県からの避難等に係る指示等により避難等をする宇和島市避

難者の流れは図４のとおりであり、宇和島市の避難等予定者数は表２のとおりである。 

 

 

図４ 原子力災害発生時における避難の流れ 

 

 

 

 UPZ圏内避難等予定者数 うち、松野町受入予定者数 

宇和島市 4,263人 1,584世帯 1,979人 

 

表２ 宇和島市の避難等予定者数（平成 28年４月１日時点） 
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２．２ 原子力災害発生時における町及び宇和島市の対応 

 

 応急対策 

（放射性物質放出前） 
 

 

応急対策 

（放射性物質放出後） 

EAL（AL） 

（警戒事態） 

EAL（SE） 

（施設敷地 

緊急事態） 

EAL（GE） 

（全面緊急事態） 
 

OIL1 による避難 

又は 

OIL2 による一時移転 

宇
和
島
市
の
対
応 

○県、受入れ市町

との連絡体制

の確立 

○県への連絡 

○県への連絡 

○UPZ 住民の屋

内退避準備 

 

 

 

○避難の実施に

より健康リスク

が高まる避難行

動要支援者の

宇和島市にお

ける屋内退避

施設の設営準

備※3 

○県への連絡 

○UPZ 住民の屋

内退避※1 

○UPZ 住民の避

難等の準備※

1・2 

○避難の実施に

より健康リスク

が高まる避難行

動要支援者の

宇和島市にお

ける屋内退避

施設での受入

れ※3 

○受入市町にお

ける避難所等

の設営準備の

協力※4 

 

OIL1 による避難又は

OIL2による一時移転の

指示がなされた 

避難元市町村の対応 

○県への連絡 

○ＯＩＬ1 に応じた UPZ 一

部住民の避難の実施

※1 

○ＯＩＬ2 に応じた UPZ 一

部住民の一時移転の

実施※1 

○避難の実施により健康

リスクが高まる避難行

動要支援者の宇和島

市における屋内退避施

設の運営※3 

 

 

○受入市町における避難

所等での受入れ及び

運営の協力 

 

町
の
対
応 

○県、宇和島

市との連絡

体制の確立 

 

 

 

 

同左 

○受入支援体制

の立ち上げ 

○UPZ 住民の受

入準備※1・2 

○町における避難

所等の設営準

備※4 

 

OIL1 による避難又は

OIL2による一時移転の

指示がなされた 

避難元市町村の 

受入市町村の対応 

 

 

○UPZ住民の受入れ※1 

○町における避難所等で

の受入れ及び運営 

※1 宇和島市での幼稚園の園児、学校の児童・生徒、医療機関の入院患者、社会福祉施設の入所者等は各施設の避難

計画に従って対処する。 

※2 UPZでは、原子力施設の状況に応じて、放射性物質の環境への放出前の段階において段階的に避難を行うことも

ある。 

※3 避難の実施により健康リスクが高まる避難行動要支援者等は、輸送等の避難準備が整うまで屋内退避を行う。 

※4 町は、県又は宇和島市からの要請により避難所等の設営準備を開始する。 

表３ 原子力災害発生時における町及び宇和島市の対応 
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２．２．１ 警戒事態 

（１）国からの要請 

   国は、警戒事態が発生した場合には、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警

戒本部及び原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地警戒本部を設置し、UPZ 内

の地方公共団体に対し、連絡体制の確立等必要な体制をとるよう要請する。 

（２）連絡体制の確立 

   町は、県から警戒事態の連絡を受けた場合は、県及び宇和島市等との連絡体制を整

える。 

 

２．２．２ 全面緊急事態 

（１）国からの指示 

   全面緊急事態に至った場合には、内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を行い、原

子力災害対策特別措置法第 15 条第３項に基づき、県及びＵＰＺ市町に対し、屋内退

避に関する指示などの緊急事態応急対策に関する事項を指示するとともに、原子力災

害対策本部及び原子力災害現地対策本部を設置する。 

（２）受け入れ体制の立上げ及び受入れ準備 

全面緊急事態に至った場合には、町は、県又は宇和島市からの要請により、ＵＰＺ

の住民の受入れ体制を立ち上げるとともに、受入れのための避難所等の設営準備を開

始する。 

 

２．２．３ ＯＩＬに基づく避難等 

（１）国からの指示 

  放射性物質が放出された後は、原子量災害対策本部は、県及び市町に対し、緊急時モ

ニタリングの結果に応じたＯＩＬに基づき地方公共団体が行う避難、一時移転等の緊急

事態応急対策の実施について、指示、助言等を行う。。 

（２）避難者の受入 

   町は、ＯＩＬに基づく避難等が指示された場合には、県又は宇和島市からの要請に

より、避難等の指示を受けた住民の受入れを行う。 

（３）避難退域時検査等 

県及び事業者等は、放射性物質が放出された場合には、ＵＰＺの避難者に対する放

射性物質による汚染状況を確認するため、避難退域時検査等を行う。町は放射性物質

の放出後にＵＰＺ内等からの避難者を受け入れる場合には、避難退域時検査場所で避

難退域時検査及び簡易除染（以下「避難退域時検査等」という。）を受けているかに

ついて、避難経由所や避難所等で通過証等により確認する。 
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その際、避難退域時検査場所を通らずに避難するなど、当該避難者が通過証等を持

っていない場合には、町は、必要に応じて町が指定する場所において、避難退域時検

査等を実施し、放射性物質による汚染状況を確認する。 

避難退域時検査等の結果、簡易除染を行ってもなお判断基準（OIL4）を超過してい

る場合には、県に相談のうえ、除染等が可能な医療機関等を紹介する等適切な対応を

とる。 

 

２．３ 避難経由所、避難所の開設及び運営等 

 

（１）避難経由所、避難所等の開設は、県からの要請を受けて、町が行うものとする。 

（２）避難開始当初は県及び避難元市町は住民避難に全力をあげなければならないため、

避難経由所、避難所等の開設・管理、避難者の誘導等、避難者の受入業務について

は、町が主体的に対応するものとする。 

（３）状況に応じて、避難経由所を開設し、順次、必要な避難所等を段階的に開設し、避

難住民を避難所へ誘導するものとする。 

（４）避難に際しては、避難元市町職員が避難経由所や避難所等へ住民と同行するととも

に、町と避難者のパイプ役を担うものとする。 

（５）避難開始直後からできるだけ早期に、各避難所等へ避難元市町職員を派遣してもら

い、町から避難元市町に避難所等運営の移管を完了させるものとする。この場合、

避難者、避難元市町職員、ボランティア等による避難所の自主運営体制に移行する

ものとする。 

（６）避難者への医療・健康相談等について、適切に対応できるよう相談窓口を設置する。

放射線影響に関する健康管理の相談は県、国の支援を受けながら対応するものとす

る。 

（７）避難所等の施設管理自体は、避難所等の運営体制にかかわらず、施設管理者が引き

続き行うものとする。 

（８）複合災害等による避難等により、町の避難場所が不足する場合は、県有施設を避難

所等に活用するほか、二次避難先の調整について県に要請する。 
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参考資料１ 

関係機関連絡先一覧 

 

愛媛県 原子力安全対策 G 089-912-2341 

南予地方局 総務県民課 0895-22-5211 

宇和島市 総務部危機管理課 0895-24-1111 
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参考資料２ 

避難経由所、福祉避難所及び避難先候補施設 
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避難先候補施設 

施設名 所在地 有効面積（屋外）㎡ 屋内収容人数 屋外収容人数 

松野町コミュニティセンター 大字松丸 342・344番地 1,099 549  

吉野生交流促進センター 大字吉野 2668番地 698（1,513） 349 756 

山村開発町民センター 大字松丸 454番地２外 900 450  

スポーツ交流センター 大字松丸 166番地６ 1,262（3,140） 631 1,570 

合計   1,979 2,326 

 

参考資料３ 

避難者受付票 
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参考資料４ 

避難者名簿 

 


